
 第２号議案 

 

 

財 産 の 処 分 に つ い て 

 

 下記の財産を処分することについて、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年亀岡市条例第１

号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

   平成２４年２月１６日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

記 

 

１ 売払う財産 

所 在 地 地 目 面積（㎡） 

亀岡市千代川町今津３丁目１番７ 宅 地 7,775.09 

亀岡市千代川町今津３丁目１番１７ 雑種地 4,338.00 

亀岡市千代川町今津３丁目６番２ 宅 地 913.86 

亀岡市千代川町今津３丁目６番３８ 宅 地 197.22 

亀岡市千代川町今津３丁目６番３９ 宅 地 37.11 

合 計（５筆） 13,261.28 

 

２ 売払予定価額        ５１５，０２９，０００円 

 

３ 契約の相手方 

   所在地  京都市西京区御陵鴫谷６番地５ 

   名 称  株式会社 永田工務店 

   代表者  代表取締役 永 田   稔 
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